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【研究成果の概要】  （ 文 字 の 大 き さ 9 ポ イ ン ト ・ 字 数 800 字 ～ 1600 字 程 度 ）  

 
2000 年 代 に 入 り 、日 本史 学 に お い て 環境 史 や災 害 史 と 呼 ば れる 分 野が 確 立 し つ つ あり 、歴 史上 に お

け る 自 然 と 人 間の 関 係に つ い て 解 明 が進 ん でい る 。し か し 、歴 史 学 では 社 会 経 済 や 政治 制 度に 関 心 が

向 け ら れ 易 い ため 、学 際的 な 環 境 史 研 究の 主 要目 的 と さ れ る 人々 の 自然 環 境 に 対 す る意 識 、自然 観 や

環 境 観 に つ い ては 必 ずし も 研 究 が 進 んで い ない 。一 方 、昨 今 は ｢昔 の日 本 人 は 自 然 と共 生 して い た ｣や

｢昔 の 生 活 は 環 境に 優 しか っ た ｣と い っ たエ コ ナシ ョ ナ リ ズ ム とも 言 うべ き 没 歴 史 的 な印 象 論が 巷 間

に 溢 れ て い る 。こ れに 対し 歴 史 学 に 基 づく 科 学的 立 場 か ら 検 証を 積 み重 ね る こ と が 、現 代人 の環 境 意

識 や そ の 基 盤 とな る 環境 教 育 の あ り 方を 考 える 上 で 急 務 と 言え よ う。  

本 研 究 で は 、そ の 具 体的 な 取 り 組 み とし て 、栄 山 寺 文 書 を 取り 上 げ、日 本 人 の 自然 観・環 境観 の 歴

史 的 特 質 と 変 容過 程 の解 明 に 資 す る こと を 目指 し た 。栄 山 寺 は 奈良 県五 條 市 に あ る 寺院 で 、境内 や 近

隣 地 に お け る 狩猟 や 伐木 の 禁 止 に 関 わる 古 文書 が 残 さ れ て おり 、動 植物 に 対 す る 人 々の 意 識を 探 る こ

と が で き る 貴 重な フ ィー ル ド で あ る 。藤 原 武智 麻 呂 の 墓 地 を基 礎 に創 建 さ れ た と 伝え ら れて い る た

め 、古 代 律 令国 家 の 陵 墓管 理 と 中 世 地 方寺 院 の荘 園 制 支 配 と い う 2 つの 側 面 か ら 分 析を 加 える こ と が

で き 、 自 然 観 ・環 境 観の 歴 史 的 変 容 を解 明 する 素 材 と し て 有用 で ある 。  

 今 年 度 、 環 境学 に 関す る 研 究 動 向 を踏 ま えた 上 で 、 古 代 ～近 世 の栄 山 寺 文 書 の 読解 お よび 栄 山 寺 ・

藤 原 武 智 麻 呂 墓地 の 現地 調 査 を 実 施 し、 以 下の よ う な 知 見 を得 た 。  

栄 山 寺 と 藤 原 武智 麻 呂墓 地 を め ぐ っ ては 、平 安時 代 後 期 の 史 料（ 康 和 3 年 (1101)12 月 4 日 付 栄 山寺

宛 勧 学 院 政 所 下文 第 2 条 ）に 殺 生 禁 断 と 伐木禁 止 に 関 わ る 著名 な 条項 が あ る 。こ の 史 料は 、「「 殺 生 禁

断 」 の 名 で 狩 猟・ 漁 労の み な ら ず 、 樹木 伐 採を も 禁 止 す る とい う 拡大 解 釈 」（ 小 山 靖憲 「 荘園 制 的 領

域 支 配 を め ぐ る権 力 と村 落 」『 中 世 村 落と 荘 園絵 図 』東 京 大学 出 版 会 、1987 年 、初 出 1974 年 ）が な さ

れ た と 解 釈 さ れて き た。 こ う し た 研 究動 向 もあ っ て 、 殺 生 禁断 （ 動物 を 殺 し て は なら な いと の 観 念 ）

か ら 伐 木 禁 止（ 植 物 を伐っ て は な ら な いと の 観念 ）も が 生じ る 、とい う日 本 文 化 理 解 も示 さ れて い る 。

し か し 、本 史料 を 改 めて 検 討 す る と、殺 生 禁断 の 対 象 エ リ アが「 寺前 の 流 」す なわ ち 栄 山寺 の 眼 前 を

流 れ る 吉 野 川 であ る のに 対 し 、伐 木 禁 止 のそれ は「 墓 山 」す な わ ち栄山 寺 の 背 後 に そび え る藤 原 武 智

麻 呂 墓 で 異 な って い るこ と に 加 え 、殺 生 禁 断 より む し ろ 墓 山 にお け る伐 木 禁 止 を 寺 側が 主 張の 出 発 点

と し て い る こ とが 読 み取 れ る 。 こ の 「墓 山 」の 樹 木 を 部 外 者が 伐 採し て は な ら な いと い う 主 張 は 、 7

世 紀 後 半 以 降 に見 ら れる 律 令 国 家 期 の陵 墓（古 墳 ）に 対 す る 法 規制を 踏 襲 し た 法 理に 基 づく 。す な わ

ち 、動 物 か ら 植 物 へと 人々 の 感 情 移 入 が拡 大 した と は 一 概 に 言え ず 、本史 料 に つ い て は従 来 とは 逆 に

「 伐 木 禁 止 の 名で 樹 木伐 採 の み な ら ず 、狩猟・漁 労 を も 禁 止 する と いう 拡 大 解 釈 」が な された と 解 釈

す る 方 が 妥 当 と思 わ れる 。そ し て、平 安中 期以 降 、特 に墓 山 北 西 部の 佐 伊 谷（才 谷 ）で 開発 が 進 み 墓

山 の 侵 犯 が 進 行し た こと が 、 伐 木 禁 止が 強 調さ れ た 歴 史 的 背景 に ある と 考 え た 。  

 こ う し た 成 果を 学 会報 告 と し て 発 表し た（ 鎌倉 遺 文 研 究 会 第 226 回例 会 、2016 年 12 月 22 日 、於 ・

早 稲 田 大 学 戸 山キ ャ ンパ ス ）。  

【研究成果発表方法】  
【 学 会 発 表 】  

下 村 周 太 郎 「 栄山 寺 にお け る 殺 生 禁 断と 樹 木伐 採 禁 制  － 古 代陵 墓 と中 世 荘 園 の あ いだ － 」  
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